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令和元年１２月市議会定例会議案目録 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議 案 第 ９ １ 号 専決処分の承認を求めることについて 財 務 部 別冊 

議 案 第 ９ ２ 号 専決処分の承認を求めることについて 経 済 部 別冊 

議 案 第 ９ ３ 号 専決処分の承認を求めることについて 都市整備部 別冊 

議 案 第 ９ ４ 号 専決処分の承認を求めることについて 財 務 部 別冊 

議 案 第 ９ ５ 号 令和元年度木更津市一般会計補正予算（第５号） 財 務 部 別冊 

議 案 第 ９ ６ 号 
令和元年度木更津市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 
市 民 部 別冊 

議 案 第 ９ ７ 号 
令和元年度木更津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 
市 民 部 別冊 

議 案 第 ９ ８ 号 令和元年度木更津市介護保険特別会計補正予算（第４号） 福 祉 部 別冊 

議 案 第 ９ ９ 号 
令和元年度木更津市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
都市整備部 別冊 

議案第１００号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 １ 

議案第１０１号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ２ 

議案第１０２号 
木更津市福祉作業所の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例の制定について 
福 祉 部 ３ 

議案第１０３号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 ４ 

議案第１０４号 木更津市税条例の一部を改正する条例の制定について 財 務 部 ５ 



 

議案第１０５号 
木更津市農林業災害復旧事業分担金条例の一部を改正する

条例の制定について 
経 済 部 ７ 

議案第１０６号 
木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定

について 
都市整備部 ８ 

議案第１０７号 財産（土地）の貸付について 総 務 部 １０ 

議案第１０８号 財産（土地）の貸付について 総 務 部 １１ 

議案第１０９号 財産（建物）の譲渡について 総 務 部 １２ 

議案第１１０号 財産（建物）の貸付について 総 務 部 １３ 

議案第１１１号 木更津市民会館の指定管理者の指定について 総 務 部 １４ 

議案第１１２号 
木更津市市民活動支援センターの指定管理者の指定につい

て 
市 民 部 １５ 

議案第１１３号 木更津市健康増進センターの指定管理者の指定について 
健 康 

こ ど も 部 
１６ 

議案第１１４号 工事請負変更契約の締結について 総 務 部 １７ 

議案第１１５号 業務委託契約の締結について 都市整備部 １８ 

議案第１１６号 市道路線の認定について 都市整備部 １９ 

 



議案第１００号

人権擁護委員候補者の推薦について

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

住 所 氏  名 生 年 月 日

小 川  雅 義

令和元年１１月２８日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

木更津市区域の人権擁護委員小川雅義氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があったの

で、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもので

ある。
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議案第１０１号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

 安 田  正 幸  

令和元年１１月２８日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員小原俊郎氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があったの

で、安田正幸氏を後任の委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求め

るものである。 
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議案第１０２号 

   木更津市福祉作業所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について 

 木更津市福祉作業所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のように制定する。 

  令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市福祉作業所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 木更津市福祉作業所の設置及び管理に関する条例（昭和６０年木更津市条例第８号）は、廃止

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （附属機関設置条例の一部改正） 

２ 附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表木更津市あけぼの園民営化事業者選定委員会の項を削る。 

 （木更津市行政手続条例の一部改正） 

３ 木更津市行政手続条例（平成９年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第３号中「福祉作業所及び」を削る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市福祉作業所の民営化に伴い、条例を廃止しようとするものである。 
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議案第１０３号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

令和元年１１月２８日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４０年木更津市条例第８ 

号）の一部を次のように改正する。 

別表第３投票管理者の項中「１２，３００」を「１２，８００」に改め、同表期日前投票所投

票管理者の項中「１１，２００」を「１１，３００」に改め、同表不在者投票外部立会人の項日

の目中「１０，７００」を「１０，９００」に改め、同項時間の目中「１，２５８」を「１，２

８２」に、「１０，７００円」を「１０，９００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の

日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律（令和

元年法律第１号）の施行に伴い、投票管理者、期日前投票所投票管理者及び不在者投票外部立会

人の報酬額を引き上げるため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第１０４号 

木更津市税条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年１１月２８日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市税条例の一部を改正する条例 

 木更津市税条例（昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の４に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人に対する法人税割の税率は、それぞれ当該

各号に定める税率とする。 

⑴ 資本金等の額（法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の額又は同条第１７号の２に

規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。）が１億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社 １００分の８．４ 

 ⑵ 資本金等の額が５千万円を超え１億円以下の法人 １００分の７．２  

３ 前項の規定を適用する場合において、資本金等の額は、法第３２１条の８第１項の規定によ

つて申告納付すべき法人にあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、

同条第４項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては同項に規定する連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日現在における資本金等の額とする。 

 第１４７条に次の１号を加える。 

 ⑷ 市長が指定した災害の被災者及びその介添者並びに復興支援を行う者（市長が指定する期

間内の入湯に限る。） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１４７条の改正規定は、公布の日

から施行する。 

 （木更津市法人市民税の特例に関する条例の廃止） 

２ 木更津市法人市民税の特例に関する条例（昭和５５年木更津市条例第５号）は、廃止する。 

 （経過措置） 
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３ この条例による改正後の木更津市税条例第３４条の４の規定は、この条例の施行の日以後に

開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税に

ついて適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年

度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

法人税割に係る市民税の不均一超過課税の特例期間を廃止すること及び市長が指定する災害の

被災者等の入湯税を非課税とすることに伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第１０５号 

木更津市農林業災害復旧事業分担金条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市農林業災害復旧事業分担金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年１１月２８日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市農林業災害復旧事業分担金条例の一部を改正する条例 

木更津市農林業災害復旧事業分担金条例（平成２０年木更津市条例第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「農地」の次に「、農業用施設」を加える。 

 第２条第１号中「（農地の災害復旧事業に限る。）」を削る。 

 第３条第１号中「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和２５

年法律第１６９号）第２条第１項に規定する農地について権利を有する者で、」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 農業用施設に対する災害復旧事業を分担金の徴収の対象とするため、関係条文の整備をしよう

とするものである。 
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議案第１０６号 

木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例 

木更津市営住宅設置管理条例（平成９年木更津市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第４号中「住宅街区整備事業」の次に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律（平成９年法律第４９号）に基づく防災街区整備事業」を加える。 

第６条第１項第２号ア中「２１４，０００円」を「２５９，０００円」に改める。 

第７条に次の１項を加える。 

２ 法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律（昭和３７年法律第１５０号）第２２条第１項の規定による国の補助に係る市営住宅又

は法第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居

住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条第１項第２号、第

３号及び第６号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から３年間は、当該災害によ

り住宅を失った者でなければならない。 

第１２条第１項第１号中「入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、」を削り、「保証人」

を「連絡先となるもの」に改め、同条第３項中「保証人」を「連絡先となるもの」に改める。 

第１６条第３項中「申告」の次に「又は法第３４条の規定による書類の閲覧の請求その他の公

営住宅法施行規則第９条で定める方法により把握した入居者の収入」を加える。 

第２０条中第４項を第５項とし、同条第３項ただし書中「未納の使用料」を「賃貸借に基づい

て生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷

金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をも

って賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求

することができない。 
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第２１条第１項中「（畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器そ

の他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。）は」を「は、その修繕に要

する費用を入居者が負担するものとして市長が規則で定めるものを除いて」に改める。 

第２２条第４号中「規定する」を「より市が負担することとされている」に改める。 

第４１条第３項中「年５％の割合」を「法定利率」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第５条、第７条及び第１６条の改正規 

定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）の施行等に伴い、関係条文の整備をし

ようとするものである。 
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議案第１０７号 

財産（土地）の貸付について 

市は、次の土地を適正な対価なくして貸付する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 土 地の表示 

  所   在  木更津市潮見二丁目１３番５、１３番６、１３番７、１３番８ 

  地   目  宅地 

  地   積  ２，５８１．１７㎡ 

２ 貸 付の金額  年額９６１，７４０円 

３ 貸付の期間  令和２年４月１日から令和３２年３月３１日 

４ 貸付の相手方  千葉県市原市今富１１１０番地１ 

社会福祉法人佑啓会 

理事長 里見 吉英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市福祉作業所（木更津市あけぼの園）を民営化することに伴い、市が保有する財産（土

地）を適正な対価なくして貸付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第６号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１０８号 

   財産（土地）の貸付について 

 市は、次の土地を適正な対価なくして貸付する。 

  令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 土 地の表示 

   所   在  木更津市有吉９２９番、９３０番１、９３０番２、９３１番、９３２番１、

９３２番３、９３３番１、９３３番２、９３４番１、９３４番２、９３５

番１、９３５番２、９３６番、９３７番、９３８番、９３９番、９４０番、

９４８番２、１８８４番１、１８８６番１、２１１０番 

 地   目  学校用地 

   地   積  １７，０６４．３７㎡ 

２ 貸 付の金額  年額１，２００，０００円 

３ 貸 付の期間  貸付開始日から１０年間 

４ 貸付の相手方  千葉県袖ケ浦市坂戸市場２９２４番地（４７街区１－３画地） 

          ローヴァーズ株式会社 

          代表取締役 カレン・ロバート 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市立中郷中学校跡地の活用に伴い、市が保有する財産（土地）を適正な対価なくして貸

付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１０９号 

財産（建物）の譲渡について 

市は、次の建物を適正な対価なくして譲渡する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 建 物の表示 

  種   類  作業所 

所 在  木更津市潮見二丁目１３番地５、１３番地６ 

  構 造  鉄筋コンクリート造平屋建 

  延 床 面 積  ７３８．９５㎡ 

２ 譲 渡の金額  無償 

３ 譲渡の相手方  千葉県市原市今富１１１０番地１ 

社会福祉法人佑啓会 

理事長 里見 吉英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市福祉作業所（木更津市あけぼの園）を民営化することに伴い、市が保有する財産（建

物）を適正な対価なくして譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第６号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１０号 

   財産（建物）の貸付について 

 市は、次の建物を適正な対価なくして貸付する。 

  令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 建 物の表示 

 物件１ 

   種   類  中学校（校舎） 

   所   在  木更津市有吉９３２番地 

   構   造  鉄筋コンクリート造２階建 

   延 床 面 積  ７３０．６６㎡ 

 物件２ 

   種   類  屋内運動場 

   所   在  木更津市有吉９３２番地 

   構   造  鉄筋コンクリート造平屋建 

   延 床 面 積  １，１３８．４１㎡ 

２ 貸付の金額  無償 

３ 貸 付の期間  貸付開始日から１０年間 

４ 貸付の相手方  千葉県袖ケ浦市坂戸市場２９２４番地（４７街区１－３画地） 

          ローヴァーズ株式会社 

          代表取締役 カレン・ロバート 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市立中郷中学校跡地の活用に伴い、市の所有する財産（建物）を適正な対価なくして貸

付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１１号 

木更津市民会館の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

  木更津市民会館 

  木更津市貝渕二丁目１３番４０号 

２ 指定管理者となる団体 

  東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 

  株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

  代表取締役 橋本 鉄司 

３ 指定の期間 

  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市民会館の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１２号 

木更津市市民活動支援センターの指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市市民活動支援センター 

木更津市中央一丁目１番６号 両総通運ビル内 

２ 指定管理者となる団体 

千葉県木更津市築地１番地１ 君津製鐵所ビジネスセンター１１３号 

三幸株式会社 南総営業所 

所長 佐々木 豊 

３ 指定の期間 

  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市市民活動支援センターの指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１３号 

木更津市健康増進センターの指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市健康増進センター 

木更津市潮浜三丁目１番地 

２ 指定管理者となる団体 

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 

  株式会社明治スポーツプラザ 

  代表取締役 後藤 聖治 

３ 指定の期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市健康増進センターの指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１４号 

工事請負変更契約の締結について 

市は、次のとおり工事請負変更契約を締結する。 

令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 工 事 名  木更津市立小中学校空調整備事業 

２ 工 事 場 所  木更津市立木更津第一小学校ほか２６校 

３ 工 事 概 要  対象施設における空調整備に係る実施設計業務及び施工業務 

（変更前対象施設） 

小学校１５校 普通教室２２５室 

中学校１２校 普通教室１４６室 

（変更後対象施設） 

小学校１５校 普通教室２２８室、通級指導教室１４室 

中学校１２校 普通教室１４７室、配膳室７室 

４ 契 約 金 額  変更前 １，３１２，２００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

          変更後 １，３６５，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

５ 契約の相手方  綜和・小峯特定建設工事共同企業体 

（共同企業体の代表企業） 

木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 

綜和熱学工業株式会社 

代表取締役 和田 啓 

 

 

 

 

提案理由 

平成３１年３月２０日に可決された木更津市立小中学校空調整備事業に係る工事請負契約の変

更契約の締結をするにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１５号 

   業務委託契約の締結について 

 市は、次のとおり業務委託契約を締結する。 

  令和元年１１月２８日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

 

１ 業 務 委 託 名  木更津市清見台２号幹線建設事業に伴う久留里線祇園・上総清川間第一

久留里街道踏切下への雨水管路横断工事に係る業務委託 

２ 業務委託の場所  木更津市祇園６４２番地先 

３ 業務委託の概要  ＪＲ久留里線第一久留里街道踏切下推進工事の施工及び施工監理 

４ 契 約 金 額  ２３４，８８５，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

５ 契約の相手方  千葉県千葉市中央区弁天二丁目２３番３号 

           東日本旅客鉄道株式会社 

           執行役員千葉支社長 西田 直人 

６ 契 約 の 方 法  随意契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市清見台２号幹線建設事業に伴う久留里線祇園・上総清川間第一久留里街道踏切下への

雨水管路横断工事に係る業務委託契約の締結に伴い、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を得

ようとするものである。 
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議案第１１６号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、木更津市道路線を次のとお

り認定する。 

  令和元年１１月２８日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

整理 
番号 

路 線 名 
起 点 

終 点 

１ 
市  道 
２５００ 
号  線 

高砂一丁目３２２２番８地先 

高砂一丁目３２２２番５地先 

２ 
市  道 
２５０１ 
号  線 

江川字鰯田７８７番１２地先 

江川字鰯田７８７番１０地先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により築造された道路を市道に認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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